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経営規模等評価結果・総合評定値通知書の不保持による 
「建設工事入札参加資格」の取扱いについて（通知） 

 
  
 市が発注する建設工事の契約については，平成１８年６月６日付「経営規模

等評価結果・総合評定値通知書の写しの提出について」で周知したとおり，有

効な経営規模等評価結果・総合評定値通知書（審査基準日から起算して１年７

ヵ月が有効期間）を保持していない方との契約は行わないこととしています。  
 また，「建設工事入札参加資格」についても喪失となりますので，入札に参加

される皆様には，有効期間が切れることがないよう，経営事項審査の受審時期

に十分ご注意をお願いします。 
 なお，「建設工事入札参加資格」喪失後の手続き等については，下記のとおり

としますので，よろしくお願いします。 
 

記 
 
 １ 「建設工事入札参加資格」喪失後の手続き等について 
  ○平成１８年度の取扱い 
   有効な経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写しの提出をもって，

入札参加資格を復活します。なお，入札参加資格の有効期間は平成１９年

３月３１日までです。 
  ※この取扱いは平成１８年度のみの特例扱いとします。 
 
  ○平成１９年度以降の取扱い 
   入札参加資格を喪失した場合は，追加登録申請で受け付けします。従い

まして，入札に参加できるのは資格登録日以降となります。 
資格登録日は追加登録申請月（６月，１０月，２月）の翌々月の初日と

なりますのでご注意ください。 
   例 
    ６月に追加登録申請の場合 → ８月１日が資格登録日 


